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江戸時代前半における三河吉田藩の鷹野

橘 　 敏 夫

はじめに

飼育したタカをヒトが使う狩猟は一般的に
鷹狩と呼ばれるが、史料上では「鷹野」と表
現されることが多い。日本では古くから行わ
れ、嵯峨天皇は愛好者だったという。近年で
は、ムクドリなどの害鳥駆除に活用され、報
道番組・ワイドショーでとりあげられること
がある。

江戸幕府の鷹利用について塚本学氏は、家
康～家光の三代にわたり盛んであったが、４
代家綱にいたり抑制的になり、５代綱吉政権
期は将軍家鷹制度の廃止、諸藩の鷹縮小が断
行された。８代吉宗は鷹好きであったが、家
康の頃のような制度に復活した訳ではなく、
実態は家綱期と同様だった、とした。このこ
とは、幕府の職制上からも明らかで、家光期
には鷹匠支配は老中松平信綱であったが、家
綱・綱吉・吉宗期は若年寄支配だった、と指
摘した（1）。

塚本氏は、寛文13年（1673）２月の幕府に
よる三河国吉良の御鷹場における鉄砲を使用

した鶴・白鳥などの密猟取締りの厳命を紹介
している（2）。これは三河の諸大名に対する
発令で、そのなかには当然吉田藩も含まれ、
同藩領である渥美郡大津村へは、時の藩主小
笠原長矩の家臣から申し渡された（3）。

この出来事以前の三河吉田藩主の鷹野は、
既に『豊橋市史』第２巻で取り上げられてい
るが（4）、典拠となった史料の内容が十分に
反映されていない。さらに、正徳～享保期の
松平信祝時代については、まったく触れられ
ていない。信祝は、信綱の曽孫にあたること
から、吉田藩主だけではなく、松平伊豆守家
としての鷹野も、究明する必要があろう。そ
こで小稿では、江戸時代前半の吉田藩の鷹野
について、史料紹介を兼ねて検討し、今後の
研究を深化させる手掛かりとしたい。

１ 松平忠利・水野忠清の鷹野

慶長17年（1612）11月～寛永９年（1632）
６月に吉田藩主だった松平忠利の鷹野は、元
和８年（1622）８月13日～寛永９年５月13日
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の記載がある自筆の『忠利日記』から判明す
る。同書によれば、元和９年10月22日「高足
へ鷹野へ越申候」を最初とし、寛永元年に５
回、同２年に５回、同４年に１回、同５年に
６回と18回を数え、いずれも10～12月に鷹野
に出ている。獲物については、記載がない。
鷹野に関する記述は簡潔で、高足

（師）

と目的地が
示されているのは、前掲の例を含めて５回だ
けである。寛永元年10月17日は「高足へ鷹野
ニ越申候」、翌18日「高足ゟかへり申候」と
あり、１泊での鷹野である。寛永５年10月
29･30日はともに「鷹野へ出申候」とあり、
連日の鷹野である（5）。
『忠利日記』には、忠利の在府中に吉田か

ら鷹匠が出府したこと、鷹や獲物の贈答、大
御所秀忠・将軍家光の鷹野についても記され
ている（6）。

次に、寛永９年８月～同19年７月に吉田藩
主だった水野忠清については、俸禄35石７人
扶持で中小姓をつとめた大野定寬の『大野治
右衛門定寬日記』から寛永18年正月の鷹野に
ついて知ることができる。大野は前年に吉田
で召し抱えられた新参で、身近な家臣からみ
た主君の鷹野を詳細に記録している（7）。

二
（寛永18年正月）

日 朝五ツ前ニ御城ニ而御礼スム也、暮
六ツノ頃花カ崎へ雲雀ヲイニ殿

（水野忠清）

様御
座候、御供ニ出ル、三十計取也、

三日 御鷹野ニ御座候、下地ヨリ殿様ニ別
レ下ゴ

（五井）

イへ参、鶉ヲ芦原へ追籠、見
へ不申候所ヲ色々タヅネ生取ニ仕候
事、昼七ツサカリニ吉田へ帰、暮六
ツノ頃ミゾレ少シフル也、

四日 昼時風吹、暮六ツ少シマヘニ大村へ
雲雀追ニ殿様御座候、御供ニ参、暮
六ツニ帰也、

五日 花カ崎ヨリイ
（飯村）

ムレへ御越、ソレヨ
リ赤岩山ヲ越シ、金田辺牛川方へ
御鷹野ニ御座候、是ハ長

（忠清四男忠増）

吉様也、御
供也、七ツサカリニ御帰也、風吹寒
シ、

　　　（中略）
十八日 牛久保ノ鈴

（幕府代官）

木八右ニ朝振舞ニテ殿
様・長吉様御座候、御供ニハ不参、
扨朝ノ四ツ時鷹野出立ニテ、カ

（鍛冶）

チ
村マテ御向ニ参、御帰ニ御供仕
ル、昼之頃ミゾレ雪少フル也、吉
田へ暮六ツニ御帰也、

　　　（中略）
廿三日 朝ニ御城へ出ル、鎧ヌクイ申也、

大風吹、昼八ツサカリニ、殿様田
尻之ツヽミ普請被為御覧ニ御座
候、御供ニ参、ソレヨリ暮川へ直
ニ御座候、雲雀被為追、暮六ツ過
ニ吉田へ御帰也、

　　　（中略）
廿八日 朝ニ長吉様へ御礼ニ上ル、扨殿様

御鷹野ニ御出被為成候、御足軽町
迄参候ヘハ、長吉様与参候ヘト 
御意ニテ帰、長吉様之御供仕参、
川

（馬見塚村地内）

崎ヨリ舟ニテ馬見塚へ越シ、野
田へ御出被成、ソコニテ御休ミ被
為成候也、風フク、昼ヨリツヨク
フク也、吉田へ八ツサカリニ御帰
也、

鷹野の場所は、花ヶ崎村・下地村・大村・
金田村・牛川村・鍛冶村・暮川村であり、獲
物は雲雀・鶉だったことが判明する。

これらの記事のなかで、正月５日の鷹野は、
「長吉」が行ったとあり、同月28日は、藩主
忠清の指示で、途中から「長吉」を出迎え、
鷹野を続けた、とある。
『寛政重修諸家譜』によれば、この「長吉」

は藩主忠清の４男忠増である。生年は不詳
で、寛永18年８月９日から４代将軍家綱に小
姓として仕えた（8）。

２　松平信祝の鷹野

正徳２年（1712）７月～享保14年（1729）
２月に吉田藩主だった松平信祝の鷹野につい
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ては、領地の三河国渥美郡馬見塚村の庄屋文
書である渡辺家文書から判明する（9）。松平忠
利・水野忠清の鷹野が武士の日記に基づくの
に対し、松平信祝については、農政関係の史
料からの情報である。

正徳５年９月25日、普請奉行増井岡右衛門
は下地村その他の村々に対し、鷹野に出掛け
られるので、小鳥捕獲の禁止を村内に徹底す
るように命じ、吉田藩御用の場合は鑑札を持
参することを知らせ、このほかは武士であっ
ても事情を伝えて遠慮させるように、と指示
した（10）。
　　　　　　覚

下地村 四ツ屋村 下五井村
瓜子

（郷）

村 大ヶ
（蚊）

里村 柴谷
（屋）

村
住吉村 大村 長瀬村
行明村 正岡村 瀬木村
西島村 犬子村 土筒村
三橋村 石原村 当古村
堀之内村 竹之内村
天王村 五井村 八反ヶ谷村
藤ヶ池村 呉

（暮）

川村 浪之上村
平川村 田尻村 小池村
佐藤村 両草間村 高明

（足）

村
足

（芦）

原村 橋良村 花ヶ崎村
牟呂村 野田村 羽田村
吉川村 三合

（相）

村 馬見塚村
清須村 平井村 日色野村
前芝村 梅薮村 伊奈村
小坂井村 篠塚

（束）

村 長山村
右村々御鷹野に御出被為遊候間、小鳥ニ
而も取不申候様ニ、百姓共ニ急度可申渡
候、御用ニ而此方ゟ取候節者、木札持参
可申候、此外者奉公人にても相改候而、
其趣ヲ申達、取不申候様ニ相断可申候、
一此廻状村順能相達、判形被致、留村ゟ
　可被相返候、以上、

九
（正徳５年） 

月廿五日
増井岡右衛門

　右村々庄屋中

右之御触状杢右衛門持、九月廿八日夜清
須新切へ、

鷹野の主体について明確になっていない
が、６月27日から藩主信祝は在国していた

（11）。対象の村々は、吉田川下流域から高師
原に至る間に位置する（12）。同年12月６日に
は、鷹野の際の安全確保のための道普請につ
いて発令された。

殿様折々近在へ御鷹野へ御出被成候、其
鷹□□御鷹ねり候所ヲ御覧為被遊□田之
畦細川等之飛越為被遊候、依之田之畦様
ニ長切所有之候所者繕置可申候、小川
抔之渡り木なとヲ壱本掛置候所候ハゝ、
二三本もかけ御渡リ候者□□危無之様に
可仕候、□度少宛之義ニ有之候間、普請
可仕候、

十二月六日　　　　　　高須新田ゟ
　吉川村ゟ牟呂へ渡ス、松井留り、

享保３年以降、「公儀御鷹」通行の際の対
応に関する指示が吉田藩から領内村々に発
令された（13）。これは根崎光男氏が検討した
三河国吉良鷹場との関係が類推できるが（14）、
ここでは指摘するだけに止める。ただ、幕府
の鷹場調査に応じる形で、吉田藩でも同様の
動きがあったことは重要なので、詳細に取り
上げる。

享保３年３月13日、幕府勘定所から三河国
内の幕府鷹場の調査を指示された三遠代官大
草太郎左衛門は、吉田藩に対してこれを伝え
た。このために郡奉行は、担当の地方役所に
発令した（15）。
　　　　　　覚

一 三河国ニ先年御鷹場有之由、早々改書
付差上ケ可申旨、御勘定之

（ママ）

所ゟ大
（幕府代官）

草太
郎左衛門様江申来候、御吟味ニ而早々
書付可被指出候、以上、

　三
（享保３年）

月十三日
石

（郡奉行） 

井権左衛門
中沢安左衛門

右之通郡奉行衆ゟ申来候、其村々ニ先年
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御鷹場有之候ハヽ、早々書付指出可被申
候、此廻状早々相廻、留村ゟ相返可被申
候、以上、

吉
（地方役所渥美組札元）

野運八
羽田村 野田村 三相村 吉川村
馬見塚村　高須新田　土倉新田　牟呂村
小浜村 橋良村 草間村　 芦原新田
東植田村　野依村　仏餉村　　高師村
佐藤村 山田村 飯村 原村
中原村 雲谷村 手洗村 上岩崎村
下岩崎村 瓦町
　　　　　　右村々庄屋中

地方役所内の渥美組札元から出された廻状
の宛先は、管轄村々の一部だけである。しか
しそれでも、廻状の継走について、遅滞など
の問題が発生したようで、馬見塚村の庄屋
は、吉川村から請取り、３月17日午下刻に牟
呂村へ急送したことを「万書込日記」に書き
入れた。

御鷹場有無之書付差出し申様ニと御触参
候、則急牟呂村へ遣申候、吉川村ゟ請
取、三月十七日午ノ下刻、

幕府の行動は、吉田藩における鷹場調査に
発展した。廻状では、報告書の早期提出と、
庄屋自身が持参することを求めた。この廻状
を「万書込日記」に写す際、馬見塚村庄屋は、
宛所に請取時刻を記入した。これは、尚々書
に刻付に関する指示があったからである。

御公儀御鷹場之義、書付請取申候、且又
前々御城主様鷹場ニ成場所有之ニ付、御
尋有之候間、是又此廻状廻リ次第、書付
早々差出し可被申候、尤庄屋中書付持参
可有之候、口上ニても委細尋可申候間、
如此ニ候、以上、

三月十八日　　　　　　　　吉野運八
羽田村　野田村　三相村
吉川村酉ノ上刻　馬見塚村酉ノ下刻
牟呂村　花ヶ崎村　小池村　橋良村
小浜村　草間村　向草間村　高足村
山田村　佐藤村　　飯村　　原村

中原
（村脱）

雲ノ谷村　手洗村　上岩崎村
下岩崎村

　　　　　　　　右村々庄屋中
尚々、此廻状刻付被申相廻し可被申
候、尤廿日之昼時迄役所迄有無之書
付差出し可被申候、以上、

馬見塚村庄屋は、幕府の鷹場、さらに吉田
藩からも鷹場に指定された実績がないことを
３月19日に報告した。

　　乍恐口上之覚
御公義様御鷹場之儀、御尋被仰付候得と
も、当村之儀者御鷹場ニ而無御座候、勿
論御城主様御鷹場と申候御定も承伝不申
様、依之口上書を以申上候、以上、
　　享保三年戌三月十九日

庄屋　平内次
組頭　馬ノ右衛門

　吉
（渥美組札元）

野運八様
　神

（同代官）

山権兵衛様
　三

（同代官）

輪十郎兵衛様
馬見塚村庄屋が報告した３月19日、渥美組

札元は口上書の書式が不十分だとして、再提
出を発令した。その際に別紙として示された
雛形は、次の通り。期限は、３月21日であ
る。

　　　　覚
一先年ゟ御給所御鷹場并御地頭様御鷹場
　茂無御座候、為御断書付差上ケ申候、
　以上、
　戌三月廿一日　　何

（村脱）

庄屋　　　たれ
同村組頭　　　たれ

　　吉野
　　神山

　　　三輪
期限の指定日、偶然「公儀御鷹」通行の廻

状が渥美組札元から出された。３月23日の廻
状によれば、前日夕方にそのなかの一羽が

「それ鷹」になり、村々は探し出すように指
示された。その文面には、発見した場合は、

「片野作左衛門へ注進」が義務づけられた。

（4）
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享保６年８月17日に渥美組札元は、翌日に
ある藩主信祝の鷹野に備え、道筋の不良箇所
を目立たないように修繕することと、当日朝
からの火葬を禁ずることを命じた（16）。

明十八日殿様御鷹野御出被遊候、其村々
御道筋悪敷所ハ目立不申候様ニ繕可被申
候、飛越なと入念、土橋等見廻り可被申
付候、
一明朝ゟ火葬場にて人焼候義、堅無用ニ
　候、
此段念を入可被申付候、

八
（享保６年）

月十七日　　　　　　　吉野運八
羽田村　野田村　三相村　吉川村
馬見塚村　高須新田　土倉新田

　　　　　右村々庄屋中
ここでは、鷹場について指示がないが、同

年12月10日の廻状では、花ヶ崎村を通過して
下地村・下五井村において翌日に鷹野を実施
することを指示した。

明十一日花ヶ崎通下地村・下五井村江御
鷹野ニ御出被遊候、前々通り御道筋可被
心掛候、尤人やき場之義、今晩より相留
可被申候、以上、
　　十二月十日　　　　　　　吉野運八

羽田村　野田村　三相村　吉川村
馬見塚村
　　　　　右村々庄屋中

　早々相廻し可申候、
享保９年10月３日、管轄下の村々に対し渥

美組代官は、次のように発令した（17）。それ
は、江川付近で網打をするので、鷹野の際に
獲物となる鳥がいなくなると御鷹方から苦情
があった。そのために殺生を禁止する。この
ことは以前から命じていたが、いまも続いて
いるのは、不届きである。止めない場合は取
り調べる。前芝村と牟呂村は運上場である
が、同様とする、というものです。

左之村々江川通ニ而網打殺生仕候もの有
之故、御鷹之鳥居り不申候由、御鷹方よ
り御断有之候、右江川通ニ而殺生堅仕間

敷候、此段ハ前方ニも御留メ候由ニ候得
共、以今相止不申由、不届成義ニ候、此
以後急度相守可申候、若相止不申候者、
急度御詮義可有之候、
一前芝村・牟呂村之義者運上場ニ候得共、
　 江川通ニ而殺生仕候儀、当分堅無用 

候、
右之通村々相心得可申候、此廻状村下ニ
庄屋印形仕、早々相廻し留り村ゟ此方江
相返し可被申候、以上、

十
（享保９年） 

月三日 中
（渥美組代官）

山新五左衛門
花ヶ崎村　羽田村　　野田村　　
吉川村　　三相村　　馬見塚村　
高須新田　牟呂村　　小浜村
橋良村　　小池村　　瓦町
　　　　　　庄屋中

江川は吉田川の分流で、付近に鷹の餌にな
る鳥、具体的には雁が飛来していたのであろ
う。これを村々が網打により捕獲すると、鷹
野に支障が発生すると担当役人から申し出が
あった。

ここまで、「片野作左衛門」という鷹に関
係する人物、「鷹方」という部署が登場し
た。これらが明確になるのが、藩主信祝の日
記『座右記抄』である。享保10年８月10日
に「一片野作左衛門初、鷹方之分、理

（小姓頭和田）

兵衛支
配云付」とあり、同月15日には「一片野作左
衛門呼出目見請」、さらに「同人出仕之時者、
中小姓詰所江可出、用申談時ハ用人共詰処へ
も可呼寄旨、和田理兵衛ニ云付」とある（18）。
すなわち、鷹方役人を小姓頭の指揮下に置
き、詰所を指定したのである。

享保10年12月６日、鷹方片野作左衛門は翌
日の鷹野に備え、獲物である雁を追い立てな
いように指示した（19）。８月10日の決定後は、
片野が領内村々に直接廻状を出すようにな
る。

　　　　覚
一明七日雁鷹野ニ而被出申候間、田畑ニ
　居申候雁追イ立させ被申間敷候、

（5）



論　説

ー 38ー

江戸時代前半における三河吉田藩の鷹野

右之通村中へ堅ク可被申付候、以上、
十

（享保10年）

二月六日　　　　　片野作左衛門
羽田村庄屋　　野田村庄屋　　　
吉川村庄屋　　三合

（相）

村庄屋
馬見塚村庄屋　　きよす村庄屋
花ヶ崎村組

（ママ）

頭　　藪下新田庄屋
横須か村庄屋

右之通午刻出し申候間、無滞巡達可有之
候、尤納所ゟ私宅迄相届可被申候、以
上、

この廻状に応じ、渥美郡羽田村庄屋は、鷹
野の雁追いについて願書を作成したことを
村々に通知し、案文を付した。

先頃被仰出候雁追之義、別紙之趣相認
候、私共御役所へ差出し御預申候、何茂
御願被成候ハヽ可然奉存候、又其別紙案
文懸御目 [

（候、以上、）

]
極月六日　　　　　　　　羽田村ゟ

野田村　　　三相村　　馬見塚村
高須新田　　吉川村　　牟呂村
花ヶ崎村　　小池村　　橋良村
小浜村　　　向草間村
　　　右村々御庄屋中様

　乍恐奉願口上覚
一去ル頃御役人様御出被遊、御鷹野之障

りニ罷成候間、麦畑抔ニ居候雁追立申
間敷候旨被仰付奉畏候、然所ニ頃日麦
畑江雁大分群居候而、そめなと仕候而
も恐不申候、悉喰荒難義仕候、殊只今
麦肥し等仕込候時節ニ御座候得共、ヶ
様ニ喰荒候而ハ、肥・耕作等不任心ニ
候ニ付、来出来麦茂不作可仕と奉存
候、何とそ前々之通雁追申様ニ被為仰
付被下候ハヽ、難有可奉存候、以上、

その内容は、役人がやってきて鷹野の支障
になるので麦畑にいる雁を追い立てないよう
に、との指示がありましたことは了解して
います。しかし、数日来麦畑に雁が群れて
いて、鳥おどしの「そめ」を使用しても（20）、

恐れることがありません。麦畑が食い荒らさ
れて困っています。特にいまは麦に肥料を仕
込む時期ですから、食い荒らされては施肥や
耕作が予定通り進まず、収穫が不作になると
予想できます。これまでのように雁追いを認
めていただきたい、というものだった（21）。

12月11日の「御鷹野」でも雁追いと昼間の
火葬を禁止し、小池村周辺へ出動することを
知らせる廻状が、渥美・八名組札元から発令
された（22）。なお、12月６日付の片野作左衛
門廻状が「雁鷹野」、次の廻状が「御鷹野」
とあることに注目したい。前者は鷹方役人、
後者は藩主信祝の鷹野であろう。

明十一日御鷹野
御出被遊候、其村々雁追無用ニ候、
一人やき場ニ而昼之内やき申間敷候、
右之通小池村辺江も御出ニ候間、諸事念
入可申付候、此廻状早々相廻し、留村ゟ
可被相返候、以上、

十二月十日
吉

（渥美・八名組札元）

野安右衛門
新銭町　　羽田村　　野田村
吉川村　　馬見塚村　牟呂村
両松嶋村　小浜村　　小池村
橋良村　　花ヶ崎村　山田村
小松新田　佐藤村　　高須新田
芦原新田　向草間村　草間村
　　　　　　右村々庄屋中
右村順能可相返候、以上、

さらに同日、渥美・八名組役人は、急廻状
を出した。その内容は、村々における雁追い
禁止について、麦作の支障になるとの願書が
提出され、許可された。藩主信祝の鷹野直前
はもちろん、鷹方の片野作左衛門の場合で
も、前日における雁追い禁止を指示するので
したがうように。違反した場合は処罰する、
というものである。

　　　追而此触書早々御順達可被成候、
其村々雁おい停止之義、麦作□難義之筋
願出被申候所ニ、願之通相済候間、前々

（6）
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之通りと御心得可被申候、
一御鷹野御出被遊候前ハ勿論、片野作左

衛門鷹野御出候ハヽ、前日作左衛門様
より御出候村々江雁おい無用之わけ相
触可被申候而、其節雁おい無之間敷
候、若違背申候義有之、作左衛門方ゟ
届有之ハ急度越度可被仰付候間、村々
能々相心得、村中可被申渡候、此廻状
村下庄屋印形加へ相廻し、留村ゟ可被
返候、以上、

十二月十日
長

（渥美・八名組加役）

塩左五平
植

（同組　　　　代官）

木戸右衛門
長

（同組　　　　代官）

坂庄左衛門
吉

（同組　　　　札元）

野安右衛門
羽田村　野田村　三相村　吉川村
馬見塚村　高須新田　牟呂村
草間村　　橋良村　　小池村
花ヶ崎村　此間新銭町ゟ可被廻候、
若宮村　　牛川村　　浪ノ上村

　　　　　　　　　　　　　　　庄屋中
請取廻申候、十二月十一日、

鷹野の獲物である雁の追い立て期間を前日
だけとして、麦作への影響を極小化したので
ある。実際、享保11年正月８日の廻状は鷹野
前日の巳刻に発出された（23）。

　　　　　覚
明九日雁鷹野罷出申候間、前々相触申候
通雁追立不申候様ニ堅可被申付候、以
上、

正
（享保11年） 

月八日
片野作左衛門

下地村庄屋　　横須賀村庄屋　　
下五井・瓜子

（郷）

村庄屋
平井村庄屋　　北川崎村庄屋　　
日色野村庄屋　藪下村庄屋
清須新田庄屋　馬見塚村庄屋
前芝村庄屋　　伊奈村庄屋　　　
小坂井村庄屋

右之通早々先々江相廻可被申候、尤巳之

刻ニ出申候間、無滞通達可有之候、納所
ゟ私方迄相返し可被申候、

享保12年正月18日付の片野作左衛門による
鷹方部屋の廻状では、発出時刻を辰刻と早
め、さらに急廻状に対する麁末な取扱を戒め
たうえで、鷹野には中老和田理兵衛が出掛け
ることを知らせた（24）。以降、発出時刻が必
ず記され、村々の継走時刻も同様となる。

　　　　　覚
明十九日鷹野罷出申候、前々相触候通雁
追立不申候様ニ堅可申付候、尤和

（中老）

田理兵
衛殿御出被成候、即前而念を入無滞先々
江相廻納所ゟ御鷹部屋迄早々相届ケ可被
申候、此間刻限をも相違仕、包紙抔も取
落申儀有之候間、左様之儀無之様ニ念を
入れ相廻し可被申候、以上、

正
（享保12年）

月十八日　辰ノ上刻ニ出ス、
 片野作左衛門

下地村辰中刻　　下五井村同下刻　
瓜子

（郷）

村同断　　　藪下村巳中刻
平井村同下刻　　日色野村午上刻
前芝村午中刻　　清須村同下刻　　
馬見塚村未中刻
三相村　　　　　吉川村

右之通随分念入可被申付候、以上、
こののち、鷹野の廻状は、正月20日辰上

刻、同月24日午上刻（当日に御用で中止）に
に発出された。その後の正月晦日の場合は、
鷹野が明後日を予定したこともあり、発出時
刻は記されていない。続けて閏正月５日辰上
刻、同月14日巳上刻となる。いずれも鷹方片
野作左衛門の鷹野であり、自身が廻状を出し
た。

小姓頭和田理兵衛の鷹方支配は、享保１１
年６月２日の中老就任後もそのままだったよ
うだ。翌12年４月９日、和田要人が御鷹方・
川方の支配となった。要人は、和田理兵衛の
嫡男である。その後、７月29日に理兵衛は家
老に昇進するので、嫡男の登用は、伏線であ
ろう。その要人は、享保13年には部屋住のま

（7）
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ま10人扶持で奏者番になる（25）。

おわりに

以上、三河吉田藩の鷹野について史料紹介
を兼ねて述べてきた。要約と展望を示し結び
としたい。

吉田藩主松平忠利の鷹野は、高足で行われ
た。これは、高足村というより高足原という
広野を意味しているだろう。獲物は不明であ
るが、いずれも10～12月に日帰りか１泊の行
程である。

水野忠清の鷹野は、寛永18年正月分が判明
するだけだが、鷹野の場所が領内７か所にお
よび、獲物は雲雀・鶉だった。忠清のほかに、
子息の鷹野があり、父子同行の場合もあっ
た。

松平信祝の藩主時代については、信祝自
身、あるいは鷹方片野作左衛門の鷹野と、幕
府の鷹御用との両者が展開したが、ここでは
後者については検討しなかった。

吉田藩の鷹野は、藩主と中老・鷹方をあわ
せ、享保６年８月18日を除き、12月と翌年正
月（享保12年は閏正月を含む）に雁を獲物と
して行われた。そのために、雁追いの禁止が
命ぜられたが、麦作に支障があるとする村々
からの要請で、鷹野前日だけに変更された。

正徳５年９月25日付の普請奉行廻状で、鷹
野に出る村々、すなわち鷹場が指定された。
吉田川下流域から高師原にいたる間を含む広
域な藩領である。享保６年12月10日付廻状
は、行程途中の村々宛であるが、鷹野を行う
場所を下地村・下五井村と指定している。同
10年12月10日付の廻状では小池村周辺として
いる。

鷹方の廻状では、吉田川の下流域から河口
近くの村々をおもな宛所としているから、藩
主の鷹場と比べて地域を限定しているようで
ある。その鷹方であるが、片野作左衛門に対
する指示系統が決定し、藩主信祝に拝謁した

のは享保10年８月だったが、それ以前、享
保３年３月23日付廻状には名前がみえる（26）。
これを含め、松平伊豆守家の鷹制度について
は、今後の課題としたい。

註

（1） 塚本学『生類をめぐる政治元禄のフォークロ
ア』（平凡社、1983年）119頁註（2）・125～127
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（10） 正徳５年の廻状は、「万書込日記帳」Ｂ－65。
９月25日付廻状の発令者である増井岡右衛門
は、「従古代役人以上寄帳」によれば、宝永４
年から者頭・普請奉行をつとめた〔前掲註（5）『豊
橋市史』第６巻806・818頁〕。正徳２年の段階
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に示す正徳３年８月22日の渥美組札元廻状のな
かに増井岡右衛門の名があり、鷹関係の職に関
係したことも推測できる。

　　　　覚
御用之鳥増井岡右衛門殿方より為被取候処
ニ、在辺ニ而さハかし申候哉、鳥あらく成
り、其上鳥居可申所ニ居不申、鳥請負取候
者ハ各別、左も無之者、鳥取候躰見及聞及
候ハヽ、急度越度に可申付候、此段早々村
中江可被申渡候、此廻状昼夜共ニ相廻し可
被申候、尤村下ニ印形仕、相廻し可被申
候、留り村より相返し可被申候、以上、
　　八月廿二日（正徳３年）

 （渥美組札元）雲出六兵衛
　ただ、本文中に示した12月６日付で高須新田
から発せられた廻状が増井岡右衛門からだとす
ると、内容に普請に関することが含まれいて、
普請奉行が鷹野に関係することに違和感がな
い。課題である。

（11） 三河吉田藩主松平信祝の在国期間については、
前掲註（4）『豊橋市史』第２巻326頁の表56。

（12） 村々の傍註は、一般的な用例に従って付した。
（13） 前掲註（10）『三州渥美郡馬見塚村渡辺家文

書』御用留１から数例を示すと、享保３年分
は176・193・196～197頁、同４分は363～364・
411～412頁。

（14） 前掲註（1）根崎光男『江戸幕府の放鷹制度の研究』
77～78・95～96頁。

（15） 享保３年の廻状は、前掲註（10）『三州渥美郡
馬見塚村渡辺家文書』御用留１、192～195・
198・199頁。

（16） 享保６年の廻状は、愛知大学綜合郷土研究所『三
州渥美郡馬見塚村渡辺家文書』御用留２（愛知
大学、1980年）217・247頁。

（17） 享保９年の廻状は、「万書込日記帳」Ａ－1247。
（18） 「信祝座右記抄」、前掲註（5）『豊橋市史』第６

巻941・942頁。
（19） 享保10年の廻状は、「万書込日記帳」Ａ－1248。
（20） 「そめ」は、日本大辞典刊行会『日本国語大辞

典』第12巻（小学館、1974年）440頁によれば、
方言で、田畑に立てる鳥おどし、かかし、とあ
り、愛知県で使用される、とある。

（21） ここでは、鷹野と畑地の麦作との関係が述べら
れている。田地、特に稲刈り後に水をはる行為
と鷹野の関係は、前掲註（1）根崎光男『江戸
幕府の放鷹制度の研究』72・74頁。

（22） 地方役所の編成が、渥美・宝飯・八名の３組から、
渥美・八名と宝飯の２組に変わったことによる。

（23） 享保11年の廻状は、「万書込日記帳」Ａ－1250。
（24）  享保12年の廻状は、「万書込日記帳」Ａ－1251。

（25） 「従古代役人以上寄席帳」、前掲註（５）『豊橋
市史』第６巻781頁。

（26） 「信祝座右記抄」、前掲註（5）『豊橋市史』第６
巻949頁には、「当年呼出し、初而之物成候」と
ある。新規召抱となる以前から関係があった可
能性も残される。

〔付記〕公益財団法人神野教育財団による研究助成
（2020年度）の成果の一部である。

（9）


